
⇧ 数値が大きいほど良好なもの

⇩ 数値が小さいほど良好なもの

3年度 4年度 5年度 6年度
　1) 水質管理

A101
平均残留塩素濃度
（mg/L）

残留塩素濃度合計/残留塩素測定回
数 ⇩ 0.43 0.42 0.42 0.41

水道法による残留塩素濃度
の最低基準である0.1mg/L
以上を確保できている前提
とした上で、なるべく小さ
な値とすることが望まし
い。

A102
最大カビ臭物質濃度
水質基準比率（％）

最大カビ臭物質濃度/水質基準値×
100 ⇩ 20.0 20.0 20.0 20.0

この値が低いほどカビ臭が
少ない。

A103
総トリハロメタン濃
度水質基準比率
（％）

(給水栓の総トリハロメタン濃度合
計/給水栓数)/水質基準値×100 ⇩ 21.7 25.9 22.1 22.6

トリハロメタンは有機ハロ
ゲン化合物の総称であり、
数値は小さいほど良い。各
定期検査時における全給水
栓の平均を求め、その中か
ら１年間で最も大きい値を
選択する。

A104
有機物（TOC）濃度
水質基準比率（％）

(給水栓の有機物(TOC)濃度合計/給
水栓数)/水質基準値×100 ⇩ 18.7 21.0 20.8 19.7

TOCはTotal Organic
Carbon（全有機炭素）の略
称であり、数値は小さいほ
ど良い。各定期検査時にお
ける全給水栓の平均を求
め、その中から１年間で最
も大きい値を選択する。

A105
重金属濃度水質基準
比率（％）

(給水栓の当該重金属濃度合計/給
水栓数)/水質基準値×100 ⇩ 0.0 0.0 0.0 10.0

重金属のうち健康に影響が
ある物質を対象とする。各
定期検査時における全給水
栓の平均を求め、その中か
ら１年間で最も大きい値と
物質名を選択する。

A106
無機物質濃度水質基
準比率（％）

(給水栓の当該無機物質濃度合計/
給水栓数)/水質基準値×100 ⇩ 12.6 13.5 13.0 25.0

無機物質のうち水道水の性
状に影響がある物質を対象
とする。各定期検査時にお
ける全給水栓の平均を求
め、その中から１年間で最
も大きい値と物質名を選択
する。

A107
有機化学物質濃度水
質基準比率（％）

(給水栓の当該有機化学物質濃度合
計/給水栓数)/水質基準値×100 ⇩ 0.0 0.0 0.0 0.0

水質基準項目に定められて
いる有機化学物質のうち、
水道水の安全性に影響があ
る物質を対象とする。各定
期検査時における全給水栓
の平均を求め、その中から
１年間で最も大きい値と物
質名を選択する。

A108
消毒副生成物濃度水
質基準比率（％）

(給水栓の当該消毒副生成物濃度合
計/給水栓数)/水質基準値×100 ⇩ 18.6 18.3 22.3 21.5

水質基準項目に定められて
いる消毒副生成物質のう
ち、健康に影響がある可能
性がある物質を対象とす
る。各定期検査時における
全給水栓の平均を求め、そ
の中から１年間で最も大き
い値と物質名を選択する。

A109
農薬濃度水質管理目
標比（-）

(各定期検査時の各農薬濃度/各農
薬の目標値)の合計 ⇩ 0.000 0.000 0.010 0.025

各定期検査時における水質
検査計画書記載の各農薬濃
度の水質管理目標値に対す
る比の合計を求め、その中
から１年間で最も大きい値
を選択する。

　2) 施設管理

A201
原水水質監視度（項
目）

原水水質監視項目数 － 92 92 92 92
取水前の水道原水水質監視
項目数をいう。

A202
給水栓水質検査(毎
日)箇所密度（箇所
/100ｋ㎡）

給水栓水質検査(毎日)採水箇所数/
現在給水面積×100 ⇧ 4.4 4.4 4.4 4.4

100k㎡当たりの、給水栓に
おける毎日水質検査の箇所
数をいう。

A203
配水池清掃実施率
（％）

5年間に清掃した配水池有効容量/
配水池有効容量×100 ⇧ 17.5 18.3 26.0 26.0 配水池の管理状況を表す。

A204 直結給水率（％） 直結給水件数/給水件数×100 ⇧ 92.5 92.5 92.5 92.6

直結給水件数とは、受水槽
を介さず、配水管の水圧又
は直結増圧ポンプにより直
接給水される給水件数(契
約件数)の総数をいう。

A205
貯水槽水道指導率
（％）

貯水槽水道指導件数/貯水槽水道数
×100 ⇧ 15.1 15.8 15.7 15.9

年間の貯水槽水道に対して
行った調査・指導の件数
の、貯水槽水道総数に対す
る割合をいう。

指　　　　　標　　　　　値
備      考

A

)

安
全
で
良
質
な
水

運
営
管
理

　岡　山　市　水　道　事　業　　業　務　指　標

目
標

分
類

番号 業 務 指 標 定           義

1 



3年度 4年度 5年度 6年度
指　　　　　標　　　　　値

備      考
目
標

分
類

番号 業 務 指 標 定           義

　3) 事故災害対策

A301
水源の水質事故件数
(件)

年間水源水質事故件数 ⇩ 0 1 0 0

年間に表流水・井戸を問わ
ず、通常予測できない水道
原水の水質変化によって、
給水停止あるいは給水制
限、取水停止、取水制限、
又は特殊薬品の使用のいず
れかの対応措置を行ったも
のの件数をいう。

A302
粉末活性炭処理比率
（％）

粉末活性炭年間処理水量/年間浄水
量×100 ⇩ 26.3 30.1 26.7 27.8

浄水量に対する粉末活性炭
の年間投入量の割合で、低
いほど原水の水質が良いこ
とを表す。

　4) 施設更新
施
設
整

備

A401 鉛製給水管率（％）
鉛製給水管使用件数/給水件数×
100 ⇩ 11.3 11.1 10.9 10.7

給水件数のうち鉛製管を給
水管として用いている件数
の割合をいう。

　1) 施設管理

B101
自己保有水源率
（％）

自己保有水源水量/全水源水量×
100 ⇧ 25.4 25.3 25.3 23.5

水源運用の自由度を表す。
また渇水時の融通性とも係
わりがある。

B102
取水量１㎥当たり水
源保全投資額（円/
㎥）

水源保全に投資した費用/年間取水
量（受水は除く） ⇧ 0.12 0.16 0.12 0.13

水源地域に水源の涵養、水
質の保全のために支出した
取水量１㎥当たりの年間投
資金額をいう。

B103 地下水率（％） 地下水揚水量/年間取水量×100 － 34.0 35.2 35.1 36.0

地下水はコストも安く安定
しているので利用価値が大
きいが、過剰揚水による地
盤沈下につながるので、許
容範囲内で利用する必要が
ある。

B104 施設利用率（％） 一日平均配水量/施設能力×100 － 70.1 69.2 67.9 72.5

水道施設の経済性を総括的
に判断する指標であり、数
値が大きいほど効率的であ
るとされるが、施設更新や
事故に対応できる一定の余
裕は必要である。

B105 最大稼働率（％） 一日最大配水量/施設能力×100 － 76.4 75.0 73.4 76.9

水道事業の施設効率を判断
する指標の一つであり、こ
の数値が100％に近い場合
には、安定的な給水に問題
を残しているといえる。

B106 負荷率（％）
一日平均配水量/一日最大配水量×
100

－ 91.8 92.3 92.5 94.2

水道事業の施設効率を判断
する指標の一つである。施
設利用率や最大稼働率など
と併せて判断する必要があ
る。

B107
配水管延長密度
（km/k㎡）

配水管延長/現在給水面積 ⇧ 5.8 5.8 5.8 5.8

給水区域面積1k㎡当たりの
配水管延長を表しており、
消費者からの給水申込みに
対する物理的利便性の度合
いを示す。

B108 管路点検率（％） 点検した管路延長/管路延長×100 ⇧ 14.5 12.5 14.1 12.7

管路に対する年間の点検率
であり、管路の健全性確保
に対する執行度合いを示
す。

B109 バルブ点検率（％）
点検したバルブ数/バルブ設置数×
100 ⇧ 0.3 0.3 0.3 0.3

バルブに対する年間の点検
率であり、管路の健全性確
保に対する執行度合いを示
す。

B110 漏水率（％） 年間漏水量/年間配水量×100 ⇩ 6.5 6.5 6.6 6.8
年間漏水量の年間配水量に
対する割合をいう。

B111 有効率（％） 年間有効水量/年間配水量×100 ⇧ 93.3 93.5 93.4 93.2

年間配水量に対する、水道
事業として有効に使用され
た水量の割合を示すもの
で､配水管及び給水管の健
全性を間接的に表してい
る。

B112 有収率（％） 年間有収水量/年間配水量×100 ⇧ 91.0 91.0 90.8 90.5

年間配水量に対する、料金
徴収の対象となった水量及
び他会計等から収入のあっ
た水量の割合を示すもの
で､施設の稼動状況がその
まま収益につながっている
かどうかが確認できる。

B113 配水池貯留能力(日) 配水池有効容量/一日平均配水量 ⇧ 0.78 0.79 0.78 0.77

この値が高いほど、給水の
安定性、事故などへの対応
性が高いといえるが、配水
池容量が過大な場合には、
水質の劣化をきたす恐れが
あるので、適正に管理する
必要がある。

B

)

安
定
し
た
水
の
供
給

運
営
管
理

2 



3年度 4年度 5年度 6年度
指　　　　　標　　　　　値

備      考
目
標

分
類

番号 業 務 指 標 定           義

B114
給水人口一人当たり
配水量（L/日・人）

一日平均配水量×1000/現在給水人
口

－ 342 338 333 337

水環境の保全に対する取組
の一つである節水型消費パ
ターンの促進度合いを示す
指標であるが、実態として
は家庭用以外の利用度を示
す意味合いが強い。

B115 給水制限日数（日） 年間給水制限日数 ⇩ 0 0 0 0
年間に給水制限をした日
数。1日1時間でも給水制限
をした場合は1日とする。

B116 給水普及率（％）
現在給水人口/給水区域内人口×
100 ⇧ 99.9 99.9 99.9 99.9

給水区域内に居住し、当該
水道事業により給水サービ
スを受けている人口の、給
水区域内人口に対する割合
をいう。

B117
設備点検実施率
（％）

点検機器数/機械・電気・計装機器
の合計数×100 ⇧ 100.0 100.0 100.0 100.0

機械・電気・計装機器の数
に対する点検機器数の割合
を示すもので、設備全体の
管理の適正度を示す指標で
ある。

　2) 事故災害対策

B201
浄水場事故割合(件
/10年・箇所）

10年間の浄水場停止事故件数／浄
水場数 ⇩ 0.00 0.00 0.00 0.00

直近10年間に、浄水場内の
施設、機器の不具合などに
より浄水場から送水できな
かった件数を１浄水場あた
りの割合として示すもの。

B202
事故時断水人口率
（％）

事故時断水人口／現在給水人口×
100 ⇩ 37.0 36.4 35.1 41.7

最大浄水場が24時間全面停
止した場合に、給水出来な
い人口の給水人口に対する
割合をいう。

B203
給水人口一人当たり
貯留飲料水量（L/
人）

（配水池有効容量×1/2＋緊急貯水
槽容量）×1,000/現在給水人口 ⇧ 134 134 132 132

災害時の最低必要量は一人
一日3Lとなっている。この
業務指標は貯留量を表すも
ので、必ずしも利用可能量
ではない。

B204
管路の事故割合(件
/100km)

管路の事故件数/管路延長×100 ⇩ 3.9 3.3 3.5 4.0

年間の導・送・配水管路の
事故件数を、延長100km当
たりの件数に換算したも
の。管路の健全性を示す。

B205
基幹管路の事故割合
(件/100km)

基幹管路の事故件数/基幹管路延長
×100 ⇩ 0.5 0.9 0.5 1.4

年間の幹線管路での100km
当たりの事故件数であり、
基幹管路の健全性を示す。

B206
鉄製管路の事故割合
(件/100km)

鉄製管路の事故件数/鉄製管路延長
×100 ⇩ 1.0 0.8 1.2 0.6

年間の鉄製導・送・配水管
路の事故件数を、延長
100km当たりの件数に換算
したもの。鉄製管路の健全
性を示す。

B207
非鉄製管路の事故割
合(件/100km)

非鉄製管路の事故件数/非鉄製管路
延長×100 ⇩ 8.8 7.6 7.3 9.5

年間の非鉄製導・送・配水
管路の事故件数を、延長
100km当たりの件数に換算
したもの。非鉄製管路の健
全性を示す。

B208
給水管の事故割合
(件/1,000件)

給水管の事故件数／給水件数×
1,000 ⇩ 5.0 5.4 5.5 5.5

給水件数1,000件当たり
の、年間に発生した水道
メータ上流側の給水管の破
裂、破損、抜け出し、継手
の漏れなどの異常件数をい
う。

B209
給水人口一人当たり
平均断水・濁水時間
(時間)

（断水・濁水時間×断水・濁水区
域給水人口）の年間合計/現在給水
人口

⇩ 0.00 0.00 0.00 0.00
給水人口1人当たりの、年
間の断水・濁水時間をい
う。給水の安定度を表す。

B210
災害対策訓練実施回
数（回/年）

年間の災害対策訓練実施回数 ⇧ 1 5 3 3
災害時の実際の活動に直結
するような訓練の実施回数
を示す。

B211
消火栓設置密度(基
/km)

消火栓数／配水管延長 ⇧ 3.3 3.3 3.3 3.3
管路施設の消防能力、救命
ライフラインとしての危機
対応能力の度合いを示す。

　3) 環境対策

B301
配水量１㎥当たり電
力消費量(kWh/㎥)

電力使用量の合計/年間配水量 ⇩ 0.28 0.28 0.28 0.27

電力使用量とは、取水から
給水までに使用する電力
や、営業所、事務所など水
道事業に係る各施設におい
て使用した電力、自家用発
電で使用した電力の合計量
をいう。

B302
配水量１㎥当たり消
費エネルギー(MJ/
㎥)

エネルギー消費量/年間配水量 ⇩ 2.73 2.73 2.43 2.22

エネルギー消費量とは、取
水から給水までのエネル
ギー（電力、燃料）の使用
量で、水道事業すべての施
設、事務所で使用するもの
をいう。

B303

配水量１㎥当たり二
酸化炭素(CO2)排出

量（g・CO2/㎥)

二酸化炭素(CO2)排出量/年間配水

量×10
6 ⇩ 150 149 149 134

温室効果ガス排出量の抑制
による環境対策への取組度
合いを示す。排出係数につ
いては、報告命令に基づく
電気事業者ごとの調整後排
出係数を使用している。
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B304
再生可能エネルギー
利用率（％）

再生可能エネルギー設備の電力使
用量/電力使用量の合計×100 ⇧ 0.31 0.34 0.52 3.43

太陽光発電、小水力発電の
利用割合を表しており、環
境負荷低減に対する取組度
合い、環境保全度を示す指
標の一つである。

B305
浄水発生土の有効利
用率（％）

有効利用土量/浄水発生土量×100 ⇧ 100.0 100.0 100.0 100.0

浄水処理過程における発生
土の有効利用率を表してお
り、環境保全への取組度合
いを示す指標の一つであ
る。

B306
建設副産物のリサイ
クル率（％）

リサイクルされた建設副産物量/建
設副産物発生量×100 ⇧ 99.9 99.9 99.9 99.9

水道事業における工事等に
おいて発生する建設副産物
の有効利用を示す指標であ
り、環境保全への取組度合
い、環境保全性を示す指標
の一つである。

　4) 施設管理

B401
ダクタイル鋳鉄管・
鋼管率（％）

(ダクタイル鋳鉄管延長＋鋼管延
長)/管路延長×100 ⇧ 62.1 62.0 61.9 61.7

導・送・配水管路の母材の
強度に視点を当てた指標
で、維持管理上の容易性を
示す。

B402 管路の新設率（％） 新設管路延長/管路延長×100 － 0.13 0.14 0.08 0.06
年間の新たに布設した導・
送・配水管の延長をいう。
管路整備の度合いを示す。

　5) 施設更新

B501
法定耐用年数超過浄
水施設率（％）

法定耐用年数を超えている浄水施
設能力/全浄水施設能力×100 ⇩ 32.5 32.6 32.6 34.0

法定耐用年数（60年）を超
えた浄水施設能力の、全浄
水施設能力に占める割合を
いう。浄水処理施設の内、
処理能力が明示されている
沈でん池、ろ過池のみ集
計。

B502
法定耐用年数超過設
備率（％）

法定耐用年数を超えている機械・
電気・計装設備などの合計数/機
械・電気・計装設備などの合計数
×100

⇩ 56.0 56.8 54.1 52.5

法定耐用年数を超えた電
気・機械設備の、電気・機
械設備総数に占める割合を
いう。

B503
法定耐用年数超過管
路率（％）

法定耐用年数を超えている管路延
長/管路延長×100 ⇩ 26.5 27.6 29.1 30.6

法定耐用年数（40年）を超
えた管路延長の、総管路延
長に占める割合をいう。

B504 管路の更新率（％）
更新された管路延長/管路延長×
100 ⇧ 0.97 0.92 0.76 0.69

年間に更新された導・送・
配水管の割合を表す。

B505 管路の更生率（％）
更生された管路延長/管路延長×
100

－ 0.000 0.000 0.000 0.000

年間に更生された導・送・
配水管の割合を表す。更生
とは、既設管内面のライニ
ング補修のことをいう。

　6) 事故災害対策

B601
系統間の原水融通率
（％）

原水融通能力／全浄水施設能力×
100 ⇧ 0.0 0.0 0.0 0.0

他系統からの融通可能な原
水水量の割合であり、水運
用の安定性、柔軟性及び危
機対応性を示す指標の一つ
である。

B602
浄水施設の耐震化率
（％）

耐震対策の施された浄水施設能力/
全浄水施設能力×100 ⇧ 8.5 8.5 8.5 9.1

水道施設耐震工法指針で定
めるレベル2、ランクAの耐
震基準で設計されている浄
水施設能力の割合をいう。

B602-2
浄水施設の主要構造
物耐震化率（％）

沈でん・ろ過を有する施設の耐震
化浄水施設能力（注1）+ろ過のみ
施設の耐震化浄水施設能力（注2）
/全浄水施設能力×100

注1:沈でん・ろ過を有する施設の
耐震化浄水処理能力=（耐震対策が
施された沈でん池の浄水施設能力+
耐震対策が施されたろ過池の浄水
施設能力）/2
注2:ろ過のみ施設の耐震化浄水施
設能力=耐震対策が施されたろ過池
の浄水施設能力

⇧ 73.3 73.3 73.3 82.8

水道施設耐震工法指針で定
めるレベル2、ランクAの耐
震基準で設計されている浄
水施設主要構造物（沈でん
池及びろ過池）の能力の割
合をいう。

B603
ポンプ所の耐震化率
（％）

耐震対策の施されたポンプ所能力/
耐震化対象ポンプ所能力×100 ⇧ 52.0 52.1 52.1 55.2

水道施設耐震工法指針で定
めるレベル2、ランクAの耐
震基準で設計されているポ
ンプ所能力の割合をいう。

B604
配水池の耐震化率
（％）

耐震対策の施された配水池有効容
量/配水池有効容量×100 ⇧ 60.6 60.7 62.8 63.0

水道施設耐震工法指針で定
めるレベル2、ランクAの耐
震基準で設計されている配
水池容量の割合をいう。

B605
管路の耐震管率
（％）

耐震管延長/管路延長×100 ⇧ *19.5 *20.5 *21.3 *22.0

導・送・配水管すべての管
路の延長に対する耐震管の
延長の割合で、地震災害に
対する水道管路網の安全
性、信頼性を示す。

施
設
整
備
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B606
基幹管路の耐震管率
（％）

基幹管路のうち耐震管延長/基幹管
路延長×100 ⇧ 35.3 36.5 36.5 36.6

基幹管路の延長に対する耐
震管の延長の割合で、地震
災害に対する基幹管路の安
全性、信頼性を示す。

B606-2
基幹管路の耐震適合
率（％）

基幹管路のうち耐震適合性のある
管路延長/基幹管路延長×100 ⇧ 49.1 51.6 53.9 55.2

基幹管路のうち、耐震適合
性のある管の布設状況を表
している。

B607
重要給水施設配水管
路の耐震管率（％）

重要給水施設配水管路のうち耐震
管延長/重要給水施設配水管路延長
×100

⇧ *59.9 *60.7 *51.3 *54.5

重要給水施設への配水管の
総延長に対する耐震管延長
の割合で、大規模な地震災
害に対する重要給水施設管
路の安全性、信頼性を示
す。

B607-2
重要給水施設配水管
路の耐震適合率
（％）

重要給水施設配水管路のうち耐震
適合性のある管路延長/重要給水施
設配水管路延長×100

⇧ *70.3 *71.1 *64.0 *65.7
重要給水施設配水管路のう
ち、耐震適合性のある管の
布設状況を表している。

B608
停電時配水量確保率
（％）

全施設停電時に確保できる配水能
力/一日平均配水量×100 ⇧ 102.2 103.6 107.9 105.4

一日平均配水量に対する全
施設が停電した場合に確保
できる配水能力の割合で、
災害時・広域停電時におけ
る危機対応性を示す。

B609 薬品備蓄日数(日)

平均凝集剤貯蔵量/凝集剤一日平均
使用量
又は、平均塩素剤貯蔵量/塩素剤一
日平均使用量

－ 37.6 39.6 36.4 36.5

浄水処理用の凝集剤、塩素
剤の余裕量を示す。凝集剤
又は塩素剤のうち、小さい
方の値を採用する。

B610 燃料備蓄日数(日) 平均燃料貯蔵量/一日燃料使用量 ⇧ 2.3 2.8 2.9 3.1
自家発電設備を稼動するた
めの油類等の燃料の余裕量
を示す。

B611
応急給水施設密度
(箇所/100k㎡)

応急給水施設数/現在給水面積×
100 ⇧ 2.3 2.3 2.4 2.4

給水面積100k㎡当たりの応
急給水施設数であり、震災
時などにおける飲料水の確
保のしやすさを示す。

B612
給水車保有度(台
/1,000人)

給水車数／現在給水人口×1,000 ⇧ 0.019 0.019 0.017 0.016
給水人口1,000人当たりの
給水車数をいう。

B613
車載用の給水タンク
保有度(㎥/1,000
人）

車載用給水タンクの容量／現在給
水人口×1,000 ⇧ 0.037 0.037 0.037 0.037

災害時の給水人口1,000人
当たりの車載用給水タンク
保有度を表しており、地震
災害等に対する応急給水活
動の対応性を示すものであ
る。

　1) 健全経営

C101 営業収支比率（％）
（営業収益-受託工事収益）/（営
業費用-受託工事費）×100 ⇧ 98.1 94.8 91.0 105.1

営業費用が営業収益によっ
てどの程度賄われているか
を示すもので、これが
1OO％未満であることは営
業損失が生じていることを
意味する。

C102 経常収支比率（％）
（営業収益＋営業外収益）/（営業
費用＋営業外費用）×100 ⇧ 109.5 107.7 103.2 115.9

経常費用が経常収益によっ
てどの程度賄われているか
を示すもので、これが
100％未満であることは経
常損失が生じていることを
意味する。

C103 総収支比率（％） 総収益/総費用×100 ⇧ 109.5 107.8 103.3 116.9

総費用が総収益によってど
の程度賄われているかを示
すもので、この比率が
100％未満の場合は、収益
で費用を賄えないこととな
り、健全な経営とはいえな
い。

C104
累積欠損金比率
（％）

累積欠損金/（営業収益－受託工事
収益）×100 ⇩ 0.0 0.0 0.0 0.0

累積欠損金とは、営業活動
の結果生じた欠損金が当該
年度で処理できずに、後年
度に累積したものをいう。

C105
繰入金比率（収益的
収入分）（％）

損益勘定繰入金/収益的収入×100 ⇩ 0.8 2.0 0.8 0.7

収益的収入に対する繰入金
への依存度を表しており、
水道事業は水道料金を財源
とする独立採算制を基本と
しており、この値は低い方
が望ましい。

C106
繰入金比率（資本的
収入分）（％）

資本勘定繰入金/資本的収入計×
100 ⇩ 3.3 3.1 1.0 0.4

資本的収入に対する繰入金
への依存度を表しており、
水道事業は水道料金を財源
とする独立採算制を基本と
しており、この値は低い方
が望ましい。

C107
職員一人当たり給水
収益(千円/人)

給水収益／損益勘定所属職員数 ⇧ 39,664 39,557 38,876 46,249

損益勘定所属職員一人当た
りの生産性について、給水
収益を基準として把握する
ための指標であり、多いほ
ど良い。

C108
給水収益に対する職
員給与費の割合
（％）

職員給与費/給水収益×100 ⇩ 20.7 20.9 21.6 18.4
事業の収益性を分析するた
めの指標の一つであり、低
い方が好ましい。

C109
給水収益に対する企
業債利息の割合
（％）

企業債利息/給水収益×100 ⇩ 2.8 2.5 2.5 2.1
事業の収益性を分析するた
めの指標の一つであり、低
い方が好ましい。
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C110
給水収益に対する減
価償却費の割合
（％）

減価償却費/給水収益×100 ⇩ 47.2 47.6 49.9 44.0

事業の収益性を分析するた
めの指標の一つであり、低
い方が好ましいが、適正な
水準を決めることは難し
い。

C111

給水収益に対する建
設改良のための企業
債償還元金の割合
（％）

建設改良のための企業債償還元金/
給水収益×100 ⇩ 16.0 16.5 16.2 14.0

企業債償還金が経営に与え
る影響を分析するための指
標であり、低い方が好まし
い。

C112
給水収益に対する企
業債残高の割合
（％）

企業債残高/給水収益×100 ⇩ 181.9 189.2 198.8 171.3

企業債残高の規模と経営に
与える影響を分析するため
の指標であり、低い方が好
ましい。

C113 料金回収率（％） 供給単価/給水原価×100 ⇧ 103.1 100.6 95.6 110.7

供給単価と給水原価の関係
を表しており、この比率が
100％を下回っている場
合、給水にかかる費用が料
金収入以外の収入で賄われ
ていることを意味する。

C114 供給単価(円/㎥) 給水収益/年間有収水量 ⇩ 154.9 155.7 156.0 182.9 有収水量1m
3
当たりの販売

価格を表す。

C115 給水原価(円/㎥)

経常費用-(受託工事費+材料及び不
用品売却原価+附帯事業費+長期前
受金戻入+資本費繰入収益)／年間
有収水量

⇩ 150.2 154.8 163.2 165.3 有収水量1m
3
当たりの生産

原価を表す。

C116
1か月10㎥当たり家
庭用料金（円）

1か月10㎥当たり家庭用料金（口径
13mm） ⇩ 1,067 1,067 1,067 1,254 H27からは消費税込

C117
1か月20㎥当たり家
庭用料金（円）

1か月20㎥当たり家庭用料金（口径
13mm） ⇩ 2,563 2,563 2,563 2,882 H27からは消費税込

C118 流動比率（％） 流動資産/流動負債×100 ⇧ 244.7 196.7 191.4 245.7

短期債務に対する支払能力
を表しており、100％以上
であることが必要である。
100％を下回っていれば不
良債務が発生していること
になる。

C119
自己資本構成比率
（％）

（資本金+剰余金+評価差額など+繰
延収益）/負債・資本合計×100 ⇧ 80.9 79.7 79.6 80.0

総資本に占める自己資本の
割合を表しており、財務の
健全性を示す指標の一つで
ある。事業の安定化のため
にはこの比率を高めていく
ことが必要である。

C120 固定比率（％）
固定資産/（資本金+剰余金+評価差
額など+繰延収益）×100 ⇩ 113.6 114.8 116.0 114.6

固定資産の取得が自己資本
の範囲内に収まっているか
どうかを判断する指標であ
るが、水道事業は施設型の
事業であり、一般にこの比
率は100％を超えるのが常
態である。

C121
企業債償還元金対減
価償却費比率（％）

建設改良のための企業債償還元金
／（当年度減価償却費－長期前受
金戻入）×100

⇩ 50.1 51.2 46.9 45.0

投下資本の回収と再投資の
バランスを見る指標であ
り、一般的にこの比率が
100％を超えると再投資を
行うに当たって企業債等の
外部資金に頼らざるを得な
くなり、投資の健全性が損
なわれることになる。

C122 固定資産回転率(回)
（営業収益－受託工事収益）/
（（期首固定資産＋期末固定資
産）/2）

⇧ 0.10 0.09 0.09 0.11

期間中に固定資産の何倍の
営業収益があったかを示す
ものである。高いほど良
い。

C123
固定資産使用効率
(㎥/円）

年間配水量/有形固定資産×10,000 ⇧ 6.4 6.2 6.0 6.0

有形固定資産に対する年間
配水量の割合である。この
率が高いほど施設が効率的
であることを意味する。

C124
職員一人当たり有収
水量(㎥/人）

年間有収水量/損益勘定所属職員数 ⇧ 256,000 254,000 249,000 253,000
水道サービス全般の効率性
を示す指標の一つであり、
多いほど良い。

C125
料金請求誤り割合
(件/1,000件)

誤料金請求件数/料金請求件数×
1,000 ⇩ 0.27 0.19 0.09 0.11

料金請求誤りとは、料金請
求額の間違い、請求先の間
違いなど料金請求に関する
一切の間違いをいう。

C126 料金収納率（％） 料金納入額/調定額×100 ⇧ 91.1 91.1 91.2 91.3

年度末における水道料金の
収納済み割合をいう。収納
率が高いほど、経営状況が
健全であるといえる。

C127
給水停止割合(件
/1,000件)

給水停止件数/給水件数×1,000 － 4.8 6.8 7.3 7.3
給水件数1,000件当たり
の、水道料金の未納により
給水停止した件数を表す。
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　2) 人材育成

C201
水道技術に関する資
格取得度(件/人)

職員が取得している水道技術に関
する資格数/全職員数 ⇧ 2.99 2.92 3.02 2.99

対象とする資格は、水道維
持管理指針の法定資格者一
覧表に記載されている資
格、日本水道協会が所管し
ている資格及び水道事業体
が規定で必要と認めている
資格をいう。

C202
外部研修時間(時間/
人)

職員が外部研修を受けた時間×受
講人数/全職員数 ⇧ 5.6 7.6 7.8 5.8

水道事業に関係あると水道
事業体が認めて、職務とし
て参加する研修であり、主
催者が本人の所属する水道
事業体以外のもの。

C203
内部研修時間(時間/
人)

職員が内部研修を受けた時間×受
講人数/全職員数 ⇧ 3.3 5.2 6.6 7.0

本人の所属する水道事業体
が独自に職務として参加さ
せる水道事業に関する研修
をいう。

C204 技術職員率（％） 技術職員数/全職員数×100 － 55.3 55.7 55.6 58.1

技術職員とは水道施設の維
持管理、施設計画、建設な
どに携わる職員のことをい
う。

C205
水道業務平均経験年
数(年/人)

職員の水道業務経験年数/全職員数 ⇧ 22.8 22.8 20.6 20.4

全職員の水道業務経験年数
とは、水道事業に関わる機
関・部署に所属して業務を
した全職員の年数の総計を
いう。

C206
国際協力派遣者数
(人・日)

国際協力派遣者数×滞在日数 ⇧ 0 0 0 0

水道に関する技術、経営管
理などの業務に関して協
力、支援のため海外に公的
な派遣をされた年間の人数
とその滞在日数の積で、国
際協力への関与の度合いを
示す。

C207
国際協力受入者数
(人・日)

国際協力受入者数×滞在日数 ⇧ 0 0 0 0

研修、視察などで受け入れ
た海外の水道関係者の人数
と滞在日数の積で、国際協
力への関与の度合いを示
す。

　3) 業務委託

C301 検針委託率（％）
委託した水道メーター数／水道
メーター設置数×100

－ 100.0 100.0 100.0 100.0
検針を委託している水道
メーターの割合をいう。

C302
浄水場第三者委託率
（％）

第三者委託した浄水場の浄水施設
能力／全浄水施設能力×100

－ 0.0 0.0 0.0 0.0

第三者委託とは、浄水場の
運転管理等の技術上の業務
を、法に基づき、技術的に
信頼できる第三者（他の水
道事業者、民間企業等）に
委託すること。

　4) 情報提供

C401
広報誌による情報の
提供度（部/件）

広報誌などの配布部数/給水件数 ⇧ 3.7 5.4 5.4 5.4

年間に水道事業体が広報を
目的として配布したパンフ
レット、ニュース、ポス
ター等の、給水件数1件当
たりの部数をいう。

C402
インターネットによ
る情報の提供度
（回）

ウェブページへの掲載回数 ⇧ 293 193 360 210

ウェブページによる情報を
発信した回数を示す。この
指標が高いほど、より迅速
な情報発信ができていると
いえる。

C403
水道施設見学者割合
（人/1,000人）

見学者数/現在給水人口×1,000 ⇧ 0.0 17.8 20.0 19.7

年間の水道施設及び水道関
連施設（水道記念館等）を
見学した人数の割合をい
う。

　5) 意見収集

C501
モニタ割合（人
/1,000人）

モニタ人数/現在給水人口×1,000 ⇧ 0.0 0.0 0.0 0.0
水道モニターとして任命さ
れた人の割合をいう。

C502
アンケート情報収集
割合（人/1,000人）

アンケート回答人数/現在給水人口
×1,000 ⇧ 1.82 1.15 0.37 0.26

消費者のニ一ズの収集実行
度を示すものである。

C503 直接飲用率（％）
直接飲用回答数/アンケート回答数
×100 ⇧ 78.4 82.1 85.2 79.2

水道水を直接引用している
お客さまの割合を示すも
の。平成17年度からアン
ケートを実施している。

C504
水道サービスに対す
る苦情対応割合（件
/1,000件）

水道サービス苦情対応件数/給水件
数×1,000 ⇩ 0.14 0.17 0.17 0.10

水道サービス苦情対応件数
とは、窓口への直接の来
訪、電話、文書、メールな
どによって水道事業者に寄
せられたお客さまの苦情の
うち、水道事業者として対
応し、文書として記録され
たものをいう。

組
織
・
人
材

お
客
さ
ま
と
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
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3年度 4年度 5年度 6年度
指　　　　　標　　　　　値

備      考
目
標

分
類

番号 業 務 指 標 定           義

C505
水質に対する苦情対
応割合（件/1,000
件）

水質苦情対応件数/給水件数×
1,000 ⇩ 0.03 0.04 0.07 0.10

水質苦情対応件数とは、窓
口への直接の来訪、電話、
文書、メールなどによって
水道事業者に寄せられたお
客さまの水質に関する苦情
のうち、水道事業者として
対応し、文書として記録さ
れたものをいう。

C506
水道料金に対する苦
情対応割合（件
/1,000件）

水道料金苦情対応件数/給水件数×
1,000 ⇩ 0.04 0.05 0.06 0.00

水道料金苦情対応件数と
は、窓口への直接の来訪、
電話、文書、メールなどに
よって水道事業者に寄せら
れたお客さまの水道料金に
関する苦情のうち、水道事
業者として対応し、文書と
して記録されたものをい
う。
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